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（別紙６）                  

令和元年１０月９日公表 

審議会等会議録 

会 議 名 富良野市地域福祉計画市民委員会 （令和元年度 第２回） 

開催日時 令和元年９月２６日（木）午後５時３0分から午後６時１５分 

開催場所 富良野市総合保健センター２階 会議室 

出席者等 

＜委員＞ 久田 茂、山田 明、佐藤正勝、濱本 渉、佐藤里津江、 

桐澤幸子、小山内裕昭、泉 正子、有澤 浩、松田尚美 

南部榮一、郡司正人（計 12名） 

＜事務局＞ 若杉保健福祉部長、西尾福祉課長、岡田福祉係長 

公開・非公開 

の別 

■ 公  開   □一部公開   □ 非 公 開 

＜一部公開又は非公開の理由＞ 

傍聴の可否  ■  可     □ 不可 

傍聴の人数 0 人 

議事録の 

作成方法 
 □全文筆記   □要点筆記   ■録音テープ 

 会議の内容 

１．開  会  ２．会長挨拶 

３．協議事項 

（１）第２期富良野市地域福祉計画 平成３０年度進捗状況報告 

（２）地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査について 

（３）今後のスケジュールについて 

４．閉  会 

会議資料 

・議案 

・資料１ 第２期富良野市地域福祉計画 平成３０年度進捗状況 

報告書 

・資料２ 富良野市地域福祉に関するアンケート 

その他特記事項  

問合せ先 
保健福祉部福祉課福祉係 

電話番号 ０１６７－３９－２２１１ 

 

□ 市のホームページへの掲載（掲載日１０月 ９日） 

□ 行政情報コーナー供覧  （供覧日  月  日） 
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 令和元年度第２回 富良野市地域福祉計画市民委員会議事録  

 日 時 令和元年９月２６日（木） 午後５時３０分～午後６時１５分 

 場 所 富良野市総合保健センター 会議室 

 出席者 久田会長、山田副会長、佐藤（正）委員、濱本委員、佐藤(里)委員、 

桐澤委員、小山内委員、泉委員、有澤委員 松田委員、南部委員、郡司委員 

（計１２名） 

事務局 若杉保健福祉部長、西尾福祉課長 岡田福祉係長 （計 3 名） 

 

 

1. 開 会（17：30～） 

（進行：事務局） 

皆様こんばんは。ご案内させて頂きました、定刻の時間になりました。 

まだ、２名の方が見えられてございませんが、定刻になりましたので、ただ今より、

令和元年度第２回の富良野市地域福祉計画市民委員会を始めさせて頂きたいと思いま

す。 

開会にあたりまして、久田会長よりご挨拶をお願い申し上げます。 

 

２.会長挨拶 

（久田会長） 

皆様お疲れ様です。今回は、会議案内時に皆様にお配りしています、資料の第２期

富良野市地域福祉計画の平成３０年度の進捗状況報告書についての検証を行い、時期

の計画策定に向けた委員会となっています。 

皆様方から、たくさんのご意見を頂きながら、進めて参りたいと思っています。 

今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

協議事項に移らせて頂く前に、会議資料について確認させて頂きます。 

本日の会議資料としまして、第２期富良野市地域福祉計画平成３０年度進捗状況報

告書（資料１）と、富良野市地域福祉に関するアンケート（資料２）を事前に送付さ

せて頂いており、本会議に持参して頂くようご案内させて頂いているところですが、

お忘れした方がいらっしゃいましたら、お声がけして頂ければと思います。 

（全員の持参を確認） 

議案に沿って進めたいと思います。 

３番目の協議事項につきましては、委員会の設置要綱第７条３項に基づきまして、

久田会長を議長として、進めさせて頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
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３.協議事項 

（１）第２期富良野市地域福祉計画 平成３０年度進捗状況報告について（資

料１） 

  （会長） 

    それでは、第２期富良野市地域福祉計画平成３０年度進捗状況報告書（資料１）（以

下「報告書」という。）について、事務局より説明をお願いします。 

 

  （事務局） 

   資料１について説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  （会長） 

        説明のありました報告書について、皆様からの、ご質問、ご意見があればお伺いし

たいと思います。 

 

 

  （会長） 

    報告書２０頁の地域生活支援事業中、「住居サポート事業」は「居住サポート事業」

が正当だと思うので、ご確認ください。 

 

  （会長） 

    他に何か、質問、意見等ございませんか。 

なければ、次に進んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

ないようですので、次の（２）地域福祉計画策定に係る市民アンケート調査につ

いて（サンプル）（資料２）（以下「アンケート」という。）を事務局より説明をお願

いします。 

 

 

  （事務局） 

    資料２について説明。 

 

（要旨） 

今回の市民委員会委員に新しくなられた方が３名いらっしゃることから、第２期富

良野市地域福祉計画の基本目標及び目標に対する基本施策の構成について説明する。 

また、事前に報告書を送付していることから、報告書の説明については、「基本目

標１ 安心して福祉サービスを利用できる仕組みづくり」以下、平成３０年度の実施

評価として大きな変化があった部分、基本施策における主な実施状況の中で大きく増

減した項目、事業が縮小された項目について説明。 

併せて、報告書の修正箇所について説明する。 
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 （会長） 

    今、アンケートについての説明を受けましたので、皆様から何か質問、意見等如何

でしょうか。 

 

  （委員） 

    今回は、アンケートの案ということではあるのですが、９頁にある私たちの社会

福祉協議会に関する問の中で、問 29 に記載されている 11.13.14.の事項については、

現状社会福祉協議会では取り組みのない事項になりますので、実際のアンケート作

成時には検討して頂きたい。 

 

  （会長） 

    はい、他にないでしょうか。 

    今の件に関しては、事務局としてはどうでしょうか。 

 

  （事務局） 

    ご意見を頂きましたアンケートの件ですが、今回お示ししたものは、ご承知のと

おりあくまでサンプルであり、今後アンケートを作成する段階において十分精査し

て作成していきます。また、今回頂いた意見も反映させてアンケートを作成するよ

う努めてまいります 

 

 （会長） 

今回の資料とした示されたアンケートのサンプルはあくまでサンプルであり、再

度中身を精査してアンケートを作成していくことでよろしいのですね。 

 

 （委員） 

   関連事項ですが、老人クラブの問題は、どこで扱うようになるのですか。 

 

 （事務局） 

老人クラブというより高齢者の関係ということと存じますが、高齢者の関係とな

（要旨） 

議案２ページ目、「地域福祉計画の策定ガイドライン」について説明。 

計画策定に当たってアンケートの実施が求められており、その根拠となっている平

成３０年４月に法改正された、第１０７条（市町村地域福祉計画）及び第１０６条３

（包括的な支援体制）に追加された内容及び厚生労働省が示す項目について説明。 

 併せてアンケート時に予定している調査対象者・対象数、調査方法・内容等つい

て説明。 
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りますと、「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の中での取り組みとなり、計

画策定時に高齢者のニーズ調査等が取り組まれることと思います。 

今回のアンケート調査は、福祉分野の各種計画の最上位計画となります「地域福

祉計画」策定に係るアンケート調査ということをご理解願います。 

 

 （会長） 

はい、富良野市社会福祉協議会に関連する設問の部分、また、高齢者に関するア

ンケート調査について、もう一度、設問内容を確認して頂くようお願いします。 

他にどうでしょうか。 

 

 （委員） 

    問１１から問１３の設問の関連ですが、「こどものいじめ問題」が社会問題になっ

ていると感じています、これは、地域福祉に関連する問題とも言えると考えています

が、この関係のアンケートがないように感じました。 

    「こどものいじめ問題」に関しては、問題が起きた際は、学校、親、警察、児童相

談所等が責任の擦り付け合いをするように感じる時もあるので、アンケート等で状況

を掴んではどうしょうか。 

問１７に関連してですが、他に集約したアンケート等で、基礎年金程度で入所す

ることができる介護施設を望んでいる意見が多かったと思うので、継続してアンケ

ートの設問に入れてはどうだろうか。 

 

（事務局） 

ご意見のありました設問に関しましては、「子ども・子育て支援事業計画」や「高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の各個別計画の計画策定時に取り組まれも

のと考えております。 

先程と重複しますが、「地域福祉計画」は各個別計画の最上位計画となりますので、

各個別計画の内容と整理を図りながら、計画策定を進めて参りたいと考えています。 

 

（委員） 

    問２３の設問に、「公的機関に速やかに通報する義務が市民にある」となっていま

すが、この表現では、質問内容が分かりづらいと感じます。仮に、どこかに通報する

としても、判断が付かないのではないだろうか。 

 

（事務局） 

今回配布しましたアンケートは、あくまでサンプルですので、この設問について

の修正する、しないの判断は、本会議での判断は必要ないと思います。 

設問の内容については、「通報する場所」ではなく、「速やかに通報する義務」の

問いと思われますので、この表現で構わないと思いますが、「どこに通報する」とな
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りますと、周知活動の部分となりますので、ニーズ調査等の中でアンケートの必要

の有無について検討していきたいと思います。 

 

 （会長） 

よろしいでしょうか。 

これで、審議の方は終わらせて頂きたいと思います。 

  続いて、今後のスケジュールについて、事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

アンケート調査の分析に、２ヶ月程度要することから、第１回の市民委員会で示

したスケジュールを変更し、令和２年２月に予定した委員会を、令和元年１２月前

後に開催し、令和２年５月に予定していた委員会を、令和２年３月前後に開催する

こととし、アンケート調査を令和元年度中に完了する事業として進めたい。 

 

（会長） 

   最後にその他になりますが、何かありませんか。 

 

    ないようですので、これをもちまして、第 2 回富良野市地域福祉計画市民委員会

の会議を閉会ということにしたいと思います。 

どうも、ありがとうございました。 

 

 

 

閉会 １８時１５分 


